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「イスラーム国」による宗教的社会の形成

高 尾　賢 一 郎

１　問題設定

　2014 年 6 月、イスラーム・スンナ派の武装集
団「イスラーム国」（以下、IS）は、イラク第 2
の都市モスルを制圧した。そして、首領アブー・
バクル・バグダーディーによる「カリフ（イス
ラーム世界の政治指導者）」僭称を通して、政体

「カリフ制」の再興を宣言した。以降、ISは既存
の国境を無視した宗教的社会の建設を目論む、空
前の「テロ組織」のごとく捉えられている。その
中でも、特に関心が寄せられるのは、支配地域
での宗教に則った社会形成である1）。それはISに
とって、樹立したカリフ制の効果を示すという意
味を持つ。
　そこで本稿は、IS が取り組む宗教的社会の形
成の一端を、既存の社会の破壊と新たな社会の創
造の両面から考察したい。これにあたって着目す
るのは､ 墓廟を中心とした宗教施設の破壊と風紀
取り締まり「ヒスバ」である。まず墓廟破壊に関
して、多神教や偶像崇拝を否定する観点から、特
にスンナ派イスラームでは、死者を祀る墓廟や
参詣の是非がしばしば問われてきた。近代以降
は、ワッハーブ主義のような正統スンナ派を掲げ
る諸勢力が積極的な墓廟破壊を行っており、彼ら
にとってそれはイスラーム社会の形成に向けた一
種の「狼煙」と言えた。またヒスバは、女性の
ヴェール着用や商店の不正、男女の隔離といった
､ 宗教規範にかかわる風紀の市中での取り締まり
を指す。墓廟破壊同様、ヒスバはイスラームに
則った社会の形成における象徴的なプロセスであ
り、サウジアラビアやイランといった「保守的」

とされる国々では政府機関がこれを担うなど、一
部制度化されている。
　もっとも、多くのイスラーム地域において、以
上 2 つは過剰な宗教実践と映り、特にヒスバは

「私刑」とも言える事態につながることで批判を
招きやすい2）。しかしながら、その希少さ故に、
厳格な宗教的統治が敷かれていること、ひいては

「正しい」イスラーム社会が形成されていること
を主張しうる側面を持つ。本稿は、IS が発行す
る教本や広報資料､ また声明文を頼りに、同組織
が墓廟をはじめとする宗教施設の破壊とヒスバを
どう位置づけているか、またそこから同組織のど
のような思想的性格、あるいは組織としての生態
が浮かび上がるかを検討する。

２　墓廟を中心とした宗教施設の破壊

　まずは、IS が行う宗教施設の破壊の実態につ
いて整理する。これにあたり、その中心となる墓
廟をめぐって関連する研究ではどのような関心が
寄せられてきたのかを確認することから始めたい。

（1）墓廟とその破壊をめぐる関心
　初期イスラーム、またそのあり方を重んじる厳
格な解釈においては、墓石や墓碑が禁じられると
いう理解が存在する3）。一方、歴史上では様々な
偉人の墓廟が建てられ、参詣（ziyāra）の対象と
なってきた。このことは、イスラームの宗教実践
における地域・時代的多様性を示す実例として、
多くの関心を集めている4）。
　中でも、しばしば墓廟参詣を扱うのは歴史学と
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人類学である。歴史学に関して、例えば大稔の
研究は、12–17 世紀のカイロ郊外「死者の街（al-
qarāfa）」を対象に、預言者ムハンマドの末裔や
様々な「聖者」の墓廟を参詣する慣習が根付いて
いた様子を描き出す5）。ここでは、偽物の墓廟建
立や墓碑改ざんの事例、また墓廟が建てられた土
地（の基準）についての議論を通じて、官民双方
が墓廟参詣に強いこだわりを示していたことが分
かる。また、17 世紀以降のシーア派の聖地参詣
を扱う守川の研究は、初代イマーム（シーア派イ
スラームの政治・宗教指導者）であるアリーの末
裔の墓廟への参詣が奨励されるシーア派の特性を
背景に、外交活動や教義解釈を通して墓廟参詣の
慣習が確保される様子を描き出す6）。
　人類学において、墓廟参詣は故人に神への「執
り成し（shafā‘a）」を願うという念願成就の機能
を持っていることなどが注目されてきた7）。下エ
ジプトの事例を取り上げる大塚の研究では、願い
が成就した際に参詣者による供物がなされるこ
とから、墓廟参詣を通した「現世利益」とその

「交換」のメカニズムが検証されている8）。また、
チュニジア中部の農村を事例とした鷹木の研究は、
村で行われる人生儀礼を通して、廟参詣が人々の
生活サイクルにとって重要な構成要素となってい
る様子を描き出す9）。
　一方、一部の神学者や法学者は、墓廟や参詣を
多神崇拝（shirk）や異端要素（bid‘a）になりう
るという観点から批判し、このことが正統スンナ
派主義を扱う思想史研究でしばしば取り上げら
れてきた。代表的なものは、中世のハンバル派
法学者イブン・タイミーヤ（Taqī al-Dīn Ah

4

mad 
ibn Taymīya, 1263-1328）、そして彼の流れを組
むワッハーブ主義や近現代のサラフィー主義の思
想家に関する研究である10）。またこれに関連して、
ワッハーブ主義に基づいて興ったサウジアラビア
といった、墓廟の建立や参詣が禁止ないしは忌避
された地域の研究がある。サウジアラビアでは建
国の過程で積極的な墓廟破壊が行われ11）、これは
同国を厳格なイスラーム国家として他のムスリム

諸国から区別する指標の 1 つとなっている12）。以
上のように、墓廟と参詣は、イスラーム世界にお
ける地域・時代毎の多様性を示す例として注目を
浴びつつ、それらの否定が、正統スンナ派主義に
おける一種の定番化した思想、行動様式とも捉え
られてきた13）。

（2）墓廟破壊の背景
　では、IS の墓廟破壊はどのような特徴を持っ
ているのか。まずはISの広報資料や声明を通し
て、同組織の墓廟他の破壊への理解を確認し、そ
の上で実際の破壊行動を眺めたい。
　ISの英字機関誌『ダービク（Dābiq）』では、
発行当初より墓廟破壊について報じられてきた。
2014 年 7 月発行の第 2 号では、「ニーナワー州に
おける多神教（shirk）の破壊」と題して、爆破
される墓廟の写真とともに、「ISの兵士が、墓の
破壊は義務であることを人々に説明している」様
子が紹介される14）。また、2015 年春以降に発行
されている教学書のシリーズの 1 つ、「ヒンマ文
庫（Maktaba al-himma）」からは、同 7 月に墓
廟破壊に関する書『アッラーの預言者たち─
彼らに平安あれ─の偽の墓を破壊する正当性
についての裁定の言（al-Qaul al-fas

4

l fī mashrū
‘īya hadm al-qubār al-maz‘ūma li-anbiyā’ allāh: 
‘alay-him al-salām）』が発行された。同書では、
IS が諸預言者やイブン・タイミーヤの教えに
倣って「預言者たち─彼らに平安あれ─のい
んちきな史跡（ma‘ālim）を破壊」していると説
明される15）。このように、ISにとって墓廟は多神
崇拝につながる異端行為となり、それを破壊する
ことは教義的に「正しい」行為と位置付けられる。

（3）墓廟などの宗教施設の破壊実績
　続いて、墓廟を含めた具体的な宗教施設の破壊
について確認する。表 1 は、IS が発表した破壊
実績を、2014 年 6 月〜2015 年 8 月の間を対象範
囲として一覧したものである。
　これによると、発足以来、IS はイラク・シリ
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アを中心に、墓廟をはじめとした宗教施設を破壊
している。破壊対象は「偶像」や「多神教（徒の
信仰対象）」と呼ばれ、「アッラーの代わりに信仰
されている」、「アッラー以外が崇拝される」場所
として、その破壊理由が説明される。また 2015
年以降は、北アフリカやペルシャ湾岸地域を「州

（wilāya）」と命名し、影響圏を拡大したかのよう
に主張するのに伴って、破壊活動の地域を拡大し
ている20）。これらは非支配地域での「テロ攻撃」
であり、本稿が扱う社会形成に該当しないが、実
行にあたっては同様の教義的根拠が採用されてい
る。

表１　ISが発表した同組織による宗教施設の破壊
年 月 日 州 16） 概要

2014

7 5 ニーナワー

イラクのニーナワー県各地で、墓廟（ad
4
rih

4
a）や偶像（authān）を破壊：クッ

バ・フサイニーヤ（h
4
usaynīya al-Qubba、於モスル）、アフマド・リファーイー

（Ah
4
mad al-Rifā‘ī）の墓（於マフラビーヤ（al-Mah

4
labīya））、ジャウワード・フサイ

ニーヤ（h
4
usaynīya jawwād、於タル・アファル（Tal ‘Afar））17）

8
26 バグダード イラクのディヤーラー県で、ラーフィダ 18）の信仰所（ma‘bad）を破壊。
30 ニーナワー イラクでヤフヤー・アブー・カースィム（Yahyā Abū al-Qāsim）の墓を破壊 19）

12 22 ダマスカス シリアのダマスカス郊外ビイル・カサブ村（Bi’r al-Qas
4
ab）で、多神教徒の史跡

（ma‘ālim al-shirk）を破壊

2015

1 26 トリポリ リビアのトリポリ市で、墓廟（ad
4
rih

4
a）と多神教徒の史跡（ma‘ālim al-shirk）を破

壊
2 15 ラッカ シリアのラッカ県で、偶像（authān）を破壊

4
4 ディジュラ 偶像（authān）を破壊（場所への言及なし）

11 ニーナワー イラクで勧善懲悪（al-amr bi-l-ma‘rūf wa al-nahy ‘an al-munkar）の一環で古代遺
跡を破壊。

5
4 トリポリ リビアのトリポリ市で、多神教徒の史跡（ma‘ālim al-shirk）を破壊

22 ナジュド サウジアラビアのカティーフ県でラーフィダの信仰所（ma‘bad）を破壊　※自爆攻
撃

6

17 サナア イエメンのサナア市で、多神教徒（al-mushrikīn）のフースィー派の信仰所
（ma‘bad）を破壊

20 サナア イエメンのサナア市で、多神教徒（al-mushrikīn）であるラーフィダの信仰所
（ma‘bad）を破壊

22 ヒムス シリアのパルミラ市で、多神教徒の史跡（ma‘ālim al-shirk）を破壊

26 ナジュド クウェートで、多神教徒（al-mushrikīn）であるラーフィダの信仰所（ma‘bad）を
破壊　※自爆攻撃

7
7 サナア イエメンのサナア市で、フースィーの多神教徒（shirkī）の信仰所（ma‘bad）を破

壊　※自爆攻撃
29 サナア イエメンのサナア市で、イスマーイール派の信仰所（ma‘bad）を破壊　※自爆攻撃

8

8 ファルージャ イラクのファッルージャ市で、アッラーの代わりに信仰されている墓廟（ad
4
rih

4
a）

を破壊。

21 ダマスカス シリアのカルヤタイン市で、アッラー以外が崇拝される（alladhī kāna yu‘bad）場
所であるシリア典礼カトリック教会・聖エリアン修道院を破壊

25 ヒムス シリアのパルミラ市で、偶像崇拝者（wathanī）の信仰所（ma‘bad）であるバアル
シャミーン神殿（墓廟含む）を破壊

［出所］ISによるインターネット上の発表を元に筆者作成。
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　一方、IS による宗教施設の破壊には、組織と
しての勢力の誇示・拡大に向けた戦略的根拠もあ
る。宗教施設の破壊は主に支配・拡大過程の初
期に行われ、それはISにとって、当該地域の支
配の開始を対外的に示す意味を持つ。というのも、
重機や爆弾を用いて、軍事的重要性を持たない墓
廟を破壊する、悠長と言える行為は、少なくとも
戦闘地域では非効率的と考えられるからである21）。
　また宗教施設の破壊が、教義的な「正しさ」に
比した実践の「容易さ」を備えている点も重要で
ある。例えば身一つで行える墓標の破壊は、若者
や外国人のリクルートを行うISにとって、彼ら
を宗教的社会の形成の過程でてっとり早く活用す
る方法となり、一方の彼らにとっては、容易に

「正しい」イスラームを実践し、自らのムスリム、
あるいはIS構成員としての自覚を育む行為とな
りうる。

３　支配地域における宗教風紀取り締まり

　続いて、宗教風紀の取り締まりであるヒスバの
実態について整理したい。これにあたり、まずは
ヒスバについての基本的な理解を確認する。

（1）ヒスバをめぐる関心
　従来ヒスバ（h

4

isba）は、「計算」や「査定」を
意味するアラビア語で、転じて、終末に審判者で
ある神によって計られる善行を現世において人
間が積むことを指す。その教義的根拠としては、

「あなた方は一団となり、（人々を）善いことに招
き、善を命じ、悪を禁じるように」（イムラーン
家章第 104 節）をはじめとするクルアーンの聖句
が頻繁に引用される22）。例えばヒスバ論の古典で
ある、シャーフィイー派法学者マーワルディー

（‘Alī ibn Muh
4

ammad al-Māwardī, 975-1058）の
『統治の諸規則（al-Ah

4

kām al-S
4

ult
4

ānīya）』所収の
「ヒスバの諸規則」では、「ヒスバとは、よいこと
がないがしろにされているときに、それを行うよ
う命じ、非難すべきことが行われるときに、それ

を禁ずることである」と説明される23）。
 また、善を命じて悪を禁じるという内容から、
ヒスバは「勧善懲悪（amr bi al-ma‘rūf wa al-
nahy ‘an al-munkar）」とも呼ばれ、それは人々
が信仰生活を全うするための社会のあり方を意
味する。イブン・タイミーヤは著書『ヒスバ（al-
H
4

isba）』の中で、ヒスバを、社会において勧善懲
悪を実現するための統治と説明する24）。
　ヒスバの実践にあたり、風紀取り締まりを行
う人物は主に「ムフタスィブ（muh

4

tasib）」と呼
ばれ、宗教実践（礼拝、喜捨、断食など）、市場
監督（度量衡や価格の管理など）、財産保護に及
ぶ広範な取り締まりを役割とする25）。歴史学で
は、例えばK・スティルトがマムルーク朝（1250-
1517）においてムフタスィブが担った市場監督や
犯罪摘発、宗教指導といった多彩な役割を紹介し、
それに応じて彼らが様々な呼ばれ方をしていたこ
とを明らかにする26）。また佐藤は、ムフタスィブ
が用いた「ヒスバの手引き書」を取り上げ、彼ら
の取り締まりの対象区分や基準の一端を紹介す
る27）。
　一方、近代以降、ムフタスィブの役割の多くは
世俗機関に吸収され、ヒスバは事実上風化した。
そのため、現代のヒスバ研究の多くは、ヒスバが
制度として残るサウジアラビアに集中しがちであ
る。森の研究は、ヒスバを行う勧善懲悪委員会を
含む、政府系宗教機関の役割を網羅的に取り上げ、
同国政府の進めるイスラームに則った社会作りに
ついて説明する28）。またN・ムーリンヌの研究は、
勧善懲悪委員会の組織形態や取り締まりの統計な
どから、同国におけるヒスバの動向を分析する29）。
もっとも、近年の同国では「保守的」な社会から
の脱却を目指す各種政策に伴い、ヒスバの役割が
制限ないしは縮小される向きも見られる30）。この
ように、ヒスバをめぐってはイスラーム特有の統
治として関心が寄せられる一方、現代ではより社
会の状況に即したあり方に注目が集まっている。
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表2　�ISのヒスバにかかわる報道などの概要
国 県 市町村 報道内容

イラク
ニーナワー

モスル
・ 煙草、水煙草、破れたジーンズ、欧米国旗のデザインが施された衣服、細

身の服、女性へのハラスメントの取り締まり・有志国連合の空爆でヒスバ
機関の建物が破壊

不明 ・ 廟の破壊、同性愛男性（高層建築から突き落として死刑）、強盗（銃殺の上
死体を磔）、姦通（女性の首までを埋めて石打の死刑）の取り締まり

サラーフッ
ディーン 不明 ・イラク軍の空爆でヒスバ機関の高官が死亡

シリア

ラッカ ラッカ

・ 煙草、麻薬、酒、賞味期限切れの食品、呪術師（斬首）、服装違反の取り締
まり・喜捨の徴収・「ハンサー」部隊が少女を拘束、鞭打ち（理由不明）・
女性メンバーが市内の写真を撮った男性を拘束、服装違反で女性拘束・支
配地域外への女性の旅行の禁止・物価を釣り上げる商人を取り締まらない
ことに市民が不満、抗議・有志連合の空爆でヒスバ機関の建物が破壊・ヒ
スバ機関のトップが離反、逃亡

ダイルッ
ザウル

ダイルッ
ザウル

・ 礼拝不履行（鞭打ち 100 回と罰金 2, 000 シリア・リラ）、女性の服装違反
（鞭打ち 60 回と罰金 2,500 シリア・リラ）、喫煙（鞭打ち 60 回）、窃盗（手
首切断）、姦通（石打で死刑）の取り締まり・喫煙した病院医師を拘束・
顔を出していた女性を拘束、連行阻止を試みる市民に発砲、3 名殺害・ヒ
スバ機関のメンバーが外国人戦闘員 22 人を殺害・パトロール車に爆弾攻撃、
5 人死亡

マヤー
ディーン

・ 細身の服を着用した市民に警告・ポルノ映像を所持していた女性を拘束、
これに関し別の男性を拘束・半ズボンを穿いた男性を拘束・煙草密輸の男
性を拘束・ヒスバ機関のナンバー・ツーの拷問・斬首死体発見。口に煙草
を詰められ、付近に「シャイフ（お師さん）、これは悪ですよ」と落書き・
武装者による襲撃を受ける

ブー・
カマール

・ 女性メンバーが肌を出していた女性 15 人を拘束（鞭打ち）、女性用商品の
販売店で働く男性に注意・女性が居た商店を閉鎖・パトロール車への爆破
攻撃を受ける・外国人武装者によるパトロール車への襲撃を受ける・爆破
攻撃でサウジアラビア人とチュニジア人を含むメンバー6 人が死傷・有志
国連合の空爆でヒスバ機関の建物が破壊

不明 ・ 礼拝時間中の喫茶店における無線インターネット切断を指示・治安上の理
由で夜間の外出及び商店の営業を禁止

アレッポ

アレッポ ・煙草密輸（鞭打ち 50 回）、音楽器の所持（鞭打ち 90 回）の取り締まり
アイン・
アラブ

・ 有志国連合の空爆で 21 人が死亡・クルド人との戦闘で、ラッカ、アレッポ
からのヒスバ機関メンバー含む戦闘員 100 人以上が死亡

マンビジュ ・ 窃盗（手首切断）の取り締まり・有志国連合の空爆でヒスバ機関の建物が
破壊

ハサカ シャッダー
ディー ・ヒスバ機関の幹部が敵対勢力により殺害される

イドリブ イドリブ ・市民による抗議運動が発生

リビア
トリポリ トリポリ ・廟の破壊、商店の看板から写真を撤去、マネキン、違反アバーヤの押収
ベンガジ ベンガジ ・礼拝中の商売を禁止

［出所］  アラビア語・英語の報道、ウェブ・サイト『シリア・アラブの春顛末記：シリア最新情勢』（http://
syriaarabspring.info/, 現代シリア・レバノン研究者である青山弘之氏を中心に開設・運営）、またイギリス
に本部を置くNGO「シリア人権監視団（Syrian Observatory for Human Rights）」の発表などを元に筆者
作成。
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（2）ヒスバへの取り組み
　では、IS はどのようにヒスバに取り組んでい
るのか。IS の組織体制については様々なものが
報道などで伝えられているが31）、概ねヒスバ庁

（dīwān al-h
4

isba）と呼ばれる機関が取り締まりを
行っているとされる32）。同庁は司法機関の一部と
され、取り締まり、裁判、刑の執行という一連の
流れが、しばしばISの広報資料を通して紹介さ
れる。例えば、2014 年 12 月以降に発行されてい
る映像作品シリーズ『ヒスバの男たち（Rijāl al-
H
4

isba）』がある。同月発行の第 1 作では、ISの首
都とも言われるシリア北東部ラッカ県を舞台に、
煙草、マリファナ、コカイン、ウィスキー、賞味
期限切れの飲食物を押収・破壊する様子が映し
出される33）。また 2015 年 1 月発行の第 2 作では、
同じくラッカを舞台に、呪術師の男性宅を捜索、
トランプ、呪符、香料を押収し、彼を処刑する様
子が映し出される34）。ここでは、ヒスバ庁と書か
れた車両やイスラーム法裁判所が登場し、ヒスバ
が組織的に取り組まれている様子がうかがえる。
　ただし、市中での取り締まりには、構成員とは
思われない個々人が参加している様子も見られ、
特に上記に挙げた商品の押収・破壊には 10 代と
思われる年齢の子供も加わっている。この点につ
いては、宗教施設の破壊と同様に、比較的容易で
あろう活動に若者を参加せしめ、彼らをイスラー
ムに則った社会形成に貢献させることで、構成員
あるいは「正しい」イスラーム社会の一員として
の自覚を育む意味があると思われる。加えて、宗
教施設の破壊同様、ヒスバの実施においても、そ
の内容が当該地域の支配の程度と関係している面
が見られる。この点について、具体的な取り締ま
り実績を通して確認したい。

（3）ヒスバの実績
　表 2 は、IS の発表と一般の報道の内、ヒスバ
への言及が見られるものを取り上げ、具体的な取
り締まり内容を地域別に整理したものである。対
象時期は、宗教施設の破壊同様、2014 年 6 月か

ら 2015 年 8 月の間である。
　IS は服装や娯楽を中心とした取り締まりを実
施しており、具体的な刑罰内容も一部については
明らかにされている。一方、ヒスバの実施報告は
イラク・シリア両北部を中心としており、これは
同地域がISの主たる実効支配地域であるためと
考えられる。日常生活にかかわる具体的なヒスバ
が実施されている場所ほど、IS の支配程度が強
い様子がうかがえる。
　逆に見れば、湾岸地域のような支配が及んでな
い地域ではヒスバの実施報告は見られない。支配
程度の弱い地域でのヒスバへの言及は、取り締ま
りよりも戦闘活動がその内容の中心となってい
る35）。この点に関して、ISにとってヒスバが、必
ずしも宗教風紀の取り締まりに特化したものでは
なく、墓廟の破壊を含む等、イスラーム社会の形
成に向けた広範な活動を含むことが分かる。統治
にかかわる戦略的観点からは、ヒスバが支配地域
の宗教風紀を形成、維持するという対内的な役割
と同時に、支配地域を敵対勢力から守るという対
外的な役割も負っていると言えよう。

４　まとめ

　カリフの名の下に宗教的社会を形成し、それを
自組織の宗教的レジティマシーとするISにとっ
て、宗教施設の破壊とヒスバの実施はカリフ制の
意義を端的に示すための方法である。こうした宗
教的社会の形成は、「厳しい統治」との誹りを免
れないが、特にクルアーンとハディース、またイ
スラームの古典法学に根拠を求めることができる
ヒスバについては「誤っている」と批判される可
能性は低い。政治戦略上では敵対するムスリム諸
国も、例えば礼拝の不履行や飲酒を取り締まる社
会を「イスラームに悖る」と批判することはでき
ず、むしろ批判すれば自らがイスラームの名を
騙っているに過ぎないことを傍証しかねない。
　こうした、IS による宗教的社会の形成が備え
る一種の「否定されがたさ」は、イスラーム諸国
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による同組織への具体的な批判様式からも見て取
れる。例えば、2014 年 8 月、サウジアラビアの
アブドゥルアズィーズ最高ムフティー（イスラー
ム法国家最高諮問官）は、同組織を「イスラー
ムの一部ではない」、むしろ「イスラームの最た
る敵」と評した36）。しかしながら、こうした各国
の宗教権威による批判の多くは、IS の対外戦略
を自国の治安や地域安全保障の観点から警戒する
ものの、同組織の統治を宗教的観点から詳細に吟
味した上で否定するものではない37）。したがって、
それらの批判は、少なくともISにとっては、自
組織のイスラーム的正統性を減じさせるものとな
らないのである38）。
　もちろん、だからといってISの取り組みが、
宗教的社会の形成に向けたものとして肯定的な評
価を受けるわけではない。宗教施設の破壊であれ
ヒスバであれ、その暴力性や野蛮性が詳らかにな
ることで、同組織が掲げるカリフ制は、他のイス
ラーム諸国にとって受け入れがたい統治と映るだ
ろう。しかしながらこれは、イスラームはもちろ
んのこと、宗教施設の破壊やヒスバといった各
取り組みに内在する性質というより、IS のイス
ラーム法の解釈の狭さや、戦争状況下での統治、
特に「正しい」社会の形成という絶対的理想を求
める統治が暴力を伴いうることによるものである。
このことを見落とせば、社会における宗教規範が
一面的に「厳しい統治」となってしまい、「正統」、

「異端」、また「過激主義」といったあらゆる宗教
のあり方が同一視される危険も生じよう。この点、
IS による社会形成は、教義的根拠と戦略的根拠
を含めた複数の要素を照らし合わせることで評価
されるべきだと考えられる。
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